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県営熊野住宅５号館（安芸郡熊野町） 
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１ 住宅事情の概要 

(1) 人口及び世帯数の推移 

令和２年の国勢調査では本県の人口は約 2,800 千人となり、人口減少局面を迎えている。 

このうち 65 歳以上の高齢者の割合は 29.4%と上昇傾向にあり、全国値を 0.8 ポイント上回

るペースで高齢化が進行している。 

一方、令和２年の世帯数は約 1,241 千世帯（一般世帯）で、一定の増加傾向を維持してい

る。 

これは、世帯規模の縮小に伴うもので、１世帯あたり人員は、令和２年で 2.20 人／世帯と

なっている。 

 

(2) 世帯の動向 

世帯の動向について、家族類型別世帯数割合の推移をみると、単身世帯、夫婦世帯等少人数

の世帯の割合が高まりつつある。 

特に高齢単身及び高齢夫婦世帯の割合は、令和２年で合わせて 26.6％で、平成７年以降 25

年間で 11.6 ポイント上昇しており、今後、これらの高齢者世帯の増加に対応した住宅対策が

重要な課題となる。 
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平成7年

1,046,122世帯

平成12年

1,095,905世帯

平成17年

1,131,024世帯

平成22年

1,183,036世帯

平成27年

1,209,288世帯

令和2年

1,241,204世帯

家族類型別世帯数割合の推移（広島県）

高齢単身 その他の単身 高齢夫婦 その他の夫婦

夫婦と子 夫婦と親 夫婦と子と親 その他

注-1：国勢調査による。 
-2：高齢化率は全人口のうち 65 歳以上の人口の割合 

注 -1：国勢調査による。 
-2：世帯数、世帯規模は一般世帯数 

-3：昭和 50 年の世帯数は、普通世帯及び単身の準世帯。 

注-1：国勢調査による。 

-2：世帯数は一般世帯 

-3：夫婦と子には、片親と子を含む 
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(3) 住宅数の推移 

本県の住宅数は、令和５年時点で約 1,466 千戸あり、増加傾向にある。 

このうち空き家は約 231 千戸で、空き家率は 15.8％であり、増加傾向にある。 

 

(4) 居住水準 

豊かな住生活の実現の前提として、「最低居住面積水準」と「誘導居住面積水準」が住生活

基本計画で定められている。 

「最低居住面積水準」とは、世帯人数に応じて健康で文化的な住生活の基礎として必要不可

欠な住宅面積に関する水準であり、「誘導居住面積水準」とは、世帯人数に応じて豊かで多様

なライフスタイルを想定した場合に必要な住宅面積に関する水準である。 

平成 20 年から最低居住面積水準未満世帯の割合が著しく上昇しているのは、平成 17 年に住

宅建設五箇年計画が完了し、新たな住生活基本計画で、その水準が見直されたことが一因と考

えられる。 

令和５年は、広島県内で誘導居住面積水準以上世帯の割合が 59.5％となり、全国平均の

58.0％を超える過去最高の供給割合となる一方で、最低居住面積水準未満世帯の割合は平成

25 年から減少していない。 
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70～99m2 以下 100～149m2 以下 150m2 以上 

   

同居世帯あり 

図 住宅数の推移（広島県） 

同居世帯なし 

一時現在者のみ 空家 建築中 

   居住世帯なし 179,000 

   同居世帯あり 5,300 171,600 
(空き家率 13.5％) 

建築中 2,100 

   一時現在者のみ 8,600 

   1,084,300 

   1,800 
   6,600 

  平成 15 年 
1,271,800 戸 

   居住世帯あり 1,166,700    居住世帯なし 226,800 

221,300 
(空き家率 15.9％)    3,700 

   1,160,100 

   居住世帯あり 1,092,900 

   1,500 
231,400 
(空き家率 15.8％)    4,200 

   7,700 

   居住世帯なし 237,100 

  平成 25 年 
1,393,500 戸 

   居住世帯あり 1,228,400 

   1,220,700 
  令和５年 
1,465,500 戸 

184,700 

211,400 
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173,000 

229,200 

111,600 

149,800 175,700 

303,700 

187,300 

246,400 

130,900 
 

149,700 
 

162,400 
 

309,100 
 

令和 5 年 

平成 25 年 

平成 15 年 

注 1：平成 15 年～令和 5 年住宅・土地統計調査による。 
注 2：抽出調査のため、図中数値は合計値と一致しない。 

図 規模別住宅数の推移（広島県） 

注－１：昭和 63 年及び平成５年は住宅統計調査、平成 10 年以降は、住宅・土地統計調査による。 
－２：割合は、主世帯数に対するもの 
－３：昭和 63 年の誘導居住水準は、共同住宅は都市居住型、その他は一般型で集計した。 
－４：抽出調査のため、図中数値は必ずしも 100％にはならない。 

77



２ 「住生活基本計画（広島県計画）」の概要 

「住生活基本計画（広島県計画）※１」は、住生活基本法第 17 条第１項に基づき、県民の住

生活の安定の確保及び向上の促進に関する計画として令和４年３月に、広島県計画を策定し

た。 

計画期間は令和３年度～令和 12 年度の 10 か年で５か年ごとに一度見直しを行うこととし

ている。（次回見直しは令和８年度予定） 

※１ 広島県ホームページに掲載

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/108/juseikatukihonkeikaku.html  

 

(1) 計画の基本方針 

「適散・適集な地域づくり」に向けた、広島らしい魅力ある居住環境の実現 

 

(2)  施策体系 

基本方針の実現に向けて「社会環境の変化」、「居住者」、「住宅ストック」の３つの

視点と９つの目標を設定し、施策を推進する。 

視点 目 標 

社会環境
の変化 

目標１ 広島らしい多様な人材をひきつける魅力的な居住環境の整備 

目標２ 災害に強く安心して暮らせる居住環境の整備 

目標３ 効果的な住宅施策等に向けたＤＸの推進 

居住者 

目標４ 子どもを産み育てやすい住まいの実現 

目標５ 
多様な世代が支え合い、高齢者等が健康で安心して暮らせる 
コミュニティの形成 

目標６  
住宅確保要配慮者が安心して暮らせるセーフティネット機能の整 
備 

住宅 
ストック 

目標７ 
カーボンニュートラルに向けた住宅循環システムの構築と良質な
住宅ストックの形成 

目標８  マンションや空き家の適切な管理・除却・更新の推進 

目標９  地域の住宅市場・住生活産業の更なる発展 

 
３ 主要住宅施策 

(1) 公営住宅事業 

ア 公営住宅の建設状況 

公営住宅法に基づき、住宅に困窮する低額所得者に対し低廉な家賃で賃貸することを目

的として、国の補助金を受けて建設を進めている。 

また、外壁改修・屋上防水改修工事、高齢者向け住戸改善工事、電気容量改善工事など

既存住宅の長寿命化や居住性の向上を目的とした工事を進めている。 

 

公営住宅の建設状況（最近５箇年間）                     （単位：戸） 
  年度 

区分 R2 R3 R4 R5 R6 計 

県 公営 着工戸数(戸) 40     0 119     0 72 231 

市 
町 公営 着工戸数(戸) 0 0 80 183     6      269 

計 公営 着工戸数(戸) 40 0 199 183 78 500 
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県営住宅の建設状況                             （着工ベース 単位：戸） 

建設年度別 
 

Ｓ23～50 51～55 56～60 61～Ｈ２ ３～７ ８～12 13～17 18～22 23～27 28～Ｒ

２ 3～6 累計 
(Ｓ23～R6） 

広 島 市 8,599 

（830） 
1,646 502 184 140 237 

238 

〔110〕 
35 162  72 

11,815 

〔110〕 

(830) 

広 島 市 周 辺 市 町 1,066 40 458 74 122 78 
60 

〔60〕 

110 

〔60〕 

 
126 71 

2,205 

〔120〕 

小  計 9,665 
(830) 

1,686 960 258 262 315 
298 

〔170〕 
145 

〔60〕 
162 126 143 

13,948 
〔230〕 

(830) 

呉 市           942 

 
156 58 154 104 122  77 20   1,633 

竹 原 市           263 

 
50 20   44   84     461 

三 原 市           587 
 

280 133 ８ ８    48     1,064 

尾 道 市           475 

 
256 60 70 58 24   20     963 

福 山 市           2,224 314 142 144 106 135    40 48 3,153 

府 中 市           60 
 

 ５ 52 20       137 

三 次 市           76 40 92 47 36       291 

庄 原 市           30 

 
80 52 ６ ８       176 

大 竹 市           124 
 

170          294 

東 広 島 市           201  96 60 58       415 

安 芸 高 田 市             10 10 20       40 

江 田 島 市               ２       ２ 

安 芸 太 田 町             ４ 11 ４       19 

北 広 島 町             16 10 ４       30 

世 羅 町              ８ 10       18 

大 崎 上 島 町               ６       ６ 

神 石 高 原 町              ８ 20       28 

小     計 4,982 1,346 688 588 464 325  152 77 20 40 48 8,730 

     合    計 14,647 

(830) 
3,032 1,648 846 726 640 

450 

〔170〕 

222 

〔60〕 
182 166 191 

22,750 

〔230〕 
(830) 

（注）（ ）内は内数で、県営改良住宅分を表す。 
   〔 〕内は内数で、ＰＦＩ事業による買取戸数を表す。 
    県が建設し、市町へ譲渡した住宅を含む。 
    建設着工戸数であり、除却した戸数は差し引いていない。 
 

イ 県営住宅の再編整備 

 本県では、平成 23 年度以降、県営住宅再編５箇年計画を策定し、県営住宅の供給方針等

を定め、厳しい財政状況も踏まえながら、今後の人口と世帯数の減少を見据え、老朽化が

進行しつつある県営住宅の更新を計画的かつ効率的に進め、併せて少子高齢化の進行へ対

応した環境の整備を行っている。 

 令和３年３月に策定した第３次計画（計画期間：令和３～７年度）では、県営住宅の長

期的な安定供給に向け、「人口減少社会における県営住宅の供給」、「一斉更新時期の到

来への対応」、「建替統廃合を契機とした適切な再配置」の３つを基本方針とし、次のと

おり取り組みを進めている。 

 

(ｱ) 人口減少社会における県営住宅の供給 

適切な将来供給戸数を確保するため、地域ごとの今後の世帯数の減少トレンドを見据

え、既存ストックの建替統廃合を実施している。 
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世帯数及び県営住宅供給戸数の推計 

 
平成 22 年度 令和２年度 

令和７年度 
（推計） 

令和 42 年度 
（推計） 

一般世帯数の推計 約 1,183 千世帯 約 1,228 千世帯 約 1,227 千世帯 
約 994 千世

帯 

 うち著しい困窮年収 

未満世帯※数の推計 
― 約 92 千世帯 約 90 千世帯 約 71 千世帯 

県営住宅供給戸数 16,777 戸 16,270 戸 約 15.9 千戸 約 11.1 千戸 

 うち広島圏域 12,689 戸 12,244 戸 約 12.1 千戸 約 8.7 千戸 

 うち備後圏域 3,717 戸 3,655 戸 約 3.4 千戸 約 2.2 千戸 

 うち備北圏域 371 戸 371 戸 約 0.4 千戸 約 0.2 千戸 

    ※ 著しい困窮年収未満世帯：公営住宅施策対象世帯のうち、自力では最低居住面積水準を達成する

ことが著しく困難な年収である世帯 

(ｲ) 一斉更新時期の到来への対応 

ａ 既存住宅の長寿命化による事業量の平準化の実施 

多くの財政負担とマンパワーを要する建替事業が一時期に集中しないよう事業量の

平準化を図るため、既存の県営住宅を計画的に改修して長寿命化を実施している。 
また、長寿命化工事を実施する住宅は、入居者ニーズに対応した計画的な設備更新等

をあわせて実施している。 

  ｂ 建替統廃合の加速化 

長寿命化の見通しが立たない住宅は、早期の建替統廃合を実施している。 

建替事業の平準化イメージ 

 

 
 
 
 
 
 
 

(ｳ) 建替統廃合を契機とした適切な再配置 

 ａ 地域ごとの需要の偏在による需要量と供給量の乖離解消 

需要の高い団地は最大限の戸数を整備する一方で、需要が低く入居率が低い団地は

早期に統廃合を実施している。 

ｂ 危険エリアに立地する住宅の災害リスク解消 

土砂災害特別警戒区域内に立地する住宅は用途廃止し、災害リスクを解消している。 
 

ウ 県営住宅の管理状況等 

 (ｱ) 県営住宅の管理状況 
県営住宅は、令和７年３月 31 日現在で県内 12 市３町に 15,968 戸あり、住宅管理業務

は、入居者の募集、選考及び決定、家賃徴収、住宅の維持修繕等多岐にわたる。 

入居者の募集は、６・10・２月のほか必要に応じて行っている。また、募集に当たって

は、新聞や県・市町の広報誌等による広報活動を実施している。  
入居者の選考及び決定については、新築及び空家住宅とも公募のうえ公開抽選により入

居者を決定している。 

80




